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税務訴訟資料 第２６７号－１６（順号１２９６５） 

東京高等裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分等取消請求控訴事件 

国側当事者・国（保土ケ谷税務署長） 

平成２９年１月２４日棄却・確定 

 （第一審・東京地方裁判所、平成●●年（○○）第●●号、平成２８年４月２７日判決、本資料２

６６号－７２・順号１２８５０） 

 

判 決 

控訴人 Ａ株式会社 

代表者代表取締役 甲 

訴訟代理人弁護士 宮塚 久 

同 天白 達也 

訴訟復代理人弁護士 今井 政介 

被控訴人 国 

代表者法務大臣 金田 勝年 

処分行政庁 保土ケ谷税務署長 

 中嶋 明伸 

指定代理人 別紙指定代理人目録記載のとおり 

 

主 文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決中、過少申告加算税賦課決定処分の取消請求に係る部分を取り消す。 

２ 保土ケ谷税務署長が平成２３年３月１０日付けでした控訴人の平成１７年４月１日から平成

１８年３月３１日までの事業年度の法人税に係る過少申告加算税２１５３万６０００円の賦課

決定処分を取り消す。 

３ 保土ケ谷税務署長が平成２３年３月１０日付けでした控訴人の平成１８年４月１日から平成

１９年３月３１日までの事業年度の法人税に係る過少申告加算税２７７６万円の賦課決定処分

を取り消す。 

４ 保土ケ谷税務署長が平成２３年３月１０日付けでした控訴人の平成１９年４月１日から平成

２０年３月３１日までの事業年度の法人税に係る過少申告加算税３３７５万８５００円の賦課

決定処分を取り消す。 

５ 保土ケ谷税務署長が平成２３年３月１０日付けでした控訴人の平成２０年４月１日から平成

２１年３月３１日までの事業年度の法人税に係る過少申告加算税２４８５万４０００円の賦課

決定処分を取り消す。 

６ 保土ケ谷税務署長が平成２３年３月１０日付けでした控訴人の平成２１年４月１日から平成
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２２年３月３１日までの事業年度の法人税に係る過少申告加算税２５３３万４５００円の賦課

決定処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、アメリカ合衆国（以下「米国」という。）のワシントン州の法律に基づいて設立さ

れた組織体である「リミテッド・パートナーシップ」（「limited partnership」。以下「ＬＰ

Ｓ」という。）の持分権を取得した控訴人が、そのＬＰＳが営む不動産賃貸の事業において賃

貸する物件を減価償却資産とし、その償却費を控訴人の平成１７年４月１日から平成１８年３

月３１日までの事業年度（以下「平成１８年３月期」といい、同事業年度以降の事業年度も同

様に略称する。）から平成２２年３月期までの５事業年度（以下「本件各事業年度」という。）

における各所得金額の計算上損金の額に算入して、本件各事業年度の法人税の確定申告（以下

「本件各確定申告」という。）をしたところ、処分行政庁から、当該償却費は控訴人の所得金

額の計算上損金の額に算入することができないなどとして、平成２３年３月１０日付けで本件

各事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分（以下、併せて「本件各処

分」といい、このうち各更正処分を「本件各更正処分」といい、各事業年度ごとの更正処分を

「平成１８年３月期更正処分」のようにいい、このうち各過少申告加算税賦課決定処分を「本

件各賦課決定処分」といい、各事業年度ごとの過少申告加算税賦課決定処分を「平成１８年３

月期賦課決定処分」のようにいう。）を受けたことから、上記の損金算入を認めない本件各更

正処分は違法であると主張して、①平成１８年３月期更正処分のうち所得金額８２５７万２８

２９円及び納付すべき税額１７８３万５６００円を超える部分並びに過少申告加算税２１５３

万６０００円を賦課した平成１８年３月期賦課決定処分、②平成１９年３月期更正処分のうち

所得金額１６０万１１２９円及び留保金額１６５万１０００円を超える部分並びに還付金の額

に相当する税額１９５万４９４２円を下回る部分並びに過少申告加算税２７７６万円を賦課し

た平成１９年３月期賦課決定処分、③平成２０年３月期更正処分のうち所得金額２１５６万５

７９７円及び納付すべき税額２５３万５１００円を超える部分並びに過少申告加算税３３７５

万８５００円を賦課した平成２０年３月期賦課決定処分、④平成２１年３月期更正処分のうち

所得金額４５９７万５０５０円及び納付すべき税額１０２８万５４００円を超える部分並びに

過少申告加算税２４８５万４０００円を賦課した平成２１年３月期賦課決定処分、⑤平成２２

年３月期更正処分のうち所得金額４０６３万１４３４円及び納付すべき税額８４６万４２００

円を超える部分並びに過少申告加算税２５３３万４５００円を賦課した平成２２年３月期賦課

決定処分の各取消しを求めた事案である。 

２ 原審は、①控訴人が持分権を取得したＬＰＳは、権利義務の帰属主体であると認められるか

ら、法人税法２条４号に定める外国法人に該当するものであって、我が国の租税法上の法人に

該当するものであり、当該ＬＰＳが営む不動産賃貸の事業により生じた利益又は損失は当該Ｌ

ＰＳに帰属し、課税上そのように取り扱わないものと解するべき特段の事情も認められないか

ら、当該ＬＰＳが営む不動産賃貸事業に係る物件の減価償却費を控訴人の本件各事業年度の所

得金額の計算上損金の額に算入することはできない、②控訴人が当該ＬＰＳの不動産賃貸事業

に係る物件の減価償却費を所得金額の計算上損金の額に算入して本件各確定申告をしたことに

ついては、我が国の租税法の立法当局が当該ＬＰＳを我が国の租税法上の法人に該当しないも

のと理解していたとは認められないし、その旨の税務当局の公的な見解が示されていたとも言

い難く、控訴人が法令の解釈等を誤っていたというにすぎないから、真に納税者の責めに帰す
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ることのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少

申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできず、国税通則法

（以下「通則法」という。）６５条４項所定の正当な理由があると認められる場合には当たら

ない旨判断して、控訴人の請求をいずれも棄却した。 

 そこで、控訴人は、原審の上記②の判断部分を不服とし、控訴人が当該ＬＰＳの不動産賃貸

事業に係る物件の減価償却費を所得金額の計算上損金の額に算入して本件各確定申告をしたこ

とについて通則法６５条４項所定の正当な理由があると認められる場合に当たると主張して、

本件各賦課決定処分の取消しを求めて控訴した。 

３ 前提事実等 

 以下のとおり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第２ 事案の概

要」の「１ 前提事実等」（原判決３頁２５行目から３６頁１５行目まで）に記載のとおりで

あるから、これを引用する。 

（１）原判決３６頁１１行目及び同頁１２行目の各「別表」をいずれも「原判決別表」と改める。 

（２）原判決３６頁１５行目末尾の後に改行して以下のとおり加える。 

「（６）国税庁長官が、法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の賦課に関する取扱基準の

整備等を図るものとして平成１２年７月３日に発出した「法人税の過少申告加算税及び

無申告加算税の取扱いについて（事務運営指針）」の第１の１（１）は、通則法６５条

４項所定の正当な理由があると認められる事実として取り扱うものとして、「税法の解

釈に関し、申告書提出後新たに法令解釈が明確化されたため、その法令解釈と法人の解

釈とが異なることとなった場合において、その法人の解釈について相当の理由があると

認められること。（注）税法の不知若しくは誤解又は事実誤認に基づくものはこれに当

たらない。」を掲げている（以下「法人税事務運営指針第１の１（１）」という。）。（甲

１０３） 

（７）国税庁長官が、申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の賦課に関する取扱基

準の整備等を図るものとして平成１２年７月３日に発出した「申告所得税の過少申告加

算税及び無申告加算税の取扱いについて（事務処理運営指針）」の第１の１（４）は、

通則法６５条４項所定の正当な理由があると認められる事実として取り扱うものとして、

「確定申告の納税相談等において、納税者から十分な資料の提出等があったにもかかわ

らず、税務職員等が納税者に対して誤った指導を行い、納税者がその指導に従ったこと

により過少申告となった場合で、かつ、納税者がその指導を信じたことについてやむを

得ないと認められる事情があること」を掲げている（以下「所得税事務処理運営指針第

１の１（４）」という。）。（甲１０４） 

（８）控訴人は、平成１８年４月２６日、処分行政庁の税務職員から「Ａ株式会社の申告審

理における指導事項について」と題する書面（甲１０２。以下「本件指導文書」とい

う。）と共に、外国税額の控除に関する明細書等の用紙に税務職員が具体的金額を手書

きしたもの（甲１０５。以下「本件明細書」という。）を交付され、平成１８年３月期

の法人税の申告につき、指導を受けた。（甲１０２、１０５） 

本件指導文書は、以下の２点について指導するものである。 

ア 外国税額控除の計算について 

 控訴人は、米国で申告した所得金額を基に国外所得の計算をしているが、国外所得
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の計算は、国内法における所得計算により算出した国外源泉所得を指すので、控訴人

の国外源泉所得が利子・配当でなく事業所得であるとすると、国内法により計算した

国外源泉所得と一致しない（国内法による減価償却・国内借入金利子等が反映されて

いないため）ことになる。控訴人が提出した決算書によると、国外所得が海外投資不

動産収益と海外投資不動産損失として明記されているので、この金額を国外所得とし

て外国税控除の限度額計算を行うと、結果として当初申告した控除税額に変更はない

が、平成１８年３月期に繰り越される控除余裕額が減少することになるので、平成１

８年３月決算については、正しく計算した控除余裕額に基づき、申告する必要がある。

（以下、上記の申告指導を「平成１８年申告指導（外国税額控除の計算）」という。） 

イ 外国税額の損金算入時期について 

 控訴人の外国税額の損金算入時期については、パートナーシップの収支報告を受け

た段階で費用化しているが、米国での申告はその収支報告書が送付された翌事業年度

に申告しているため、外国税額控除をする時期と租税公課として計上する時期にずれ

が生じることとなる。 

 控訴人の外国税額の費用計上時期は、基本通達に定める税務上認められる合理的な

基準に該当しないため、租税公課として損金に算入すべき日は、収支報告書が送付さ

れた日の属する事業年度ではなく米国で申告した日（外国税額控除を受ける日）の属

する事業年度の損金とする必要がある。したがって、収支報告書を受けた段階では仮

払いとして処理し、翌期に租税公課に振り替える処理をする必要がある（以下、上記

の申告指導を「平成１８年申告指導（外国税額の損金算入時期）」という。」 

４ 本件各処分の根拠 

（１）被控訴人の主張 

ア 本件各更正処分 

 原判決別紙２「本件各処分の根拠及び適法性」の１及び２（原判決４８頁３行目から５

６頁２４行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

イ 本件各賦課決定処分 

 原判決別紙２「本件各処分の根拠及び適法性」の３（１）ないし（５）及び４（原判決

５７頁６行目から５９頁９行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

（２）控訴人の主張 

 控訴人は、当審においては、本件各更正処分が適法であるとする原審の判断部分について

不服を申し立てておらず、また、本件各更正処分を前提とした場合の過少申告加算税の計算

が原判決別紙「本件各処分の根拠及び適法性」の３（１）ないし（５）に記載のとおりであ

り、その額が同別紙の４に記載の金額になることについては、争わない。 

５ 当審における争点及び争点に関する当事者の主張の要点 

（１）当審における争点 

 控訴人が本件各確定申告において持分権を有するＬＰＳの営む不動産賃貸事業に係る賃貸

物件の減価償却費を控訴人の本件各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入したことに

ついて、過少申告加算税を課されない通則法６５条４項所定の正当な理由があると認められ

るかどうかである。 

（２）争点に関する控訴人の主張の要点 
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 以下のとおり原判決別紙４を補正するほかは、原判決別紙４「争点に関する原告の主張の

要点」の第２の１ないし５（原判決１０８頁５行目から１１４頁８行目まで）に記載のとお

りであるから、これを引用する。 

ア 原判決１０８頁５行目冒頭の「１」を「ア」と、同頁１０行目の「前掲」から同頁１１

行目の「判決」までを「最高裁平成●●年（○○）第●●号同１８年４月２０日第一小法

廷判決・民集６０巻４号１６１１頁）」と、同頁１７行目から１８行目にかけての「場合

なのであるから」を「場合であるから」とそれぞれ改め、同頁１８行目末尾の後に改行し

て「イ 控訴人は、米国のＬＰＳが法人に該当しないという確立した法解釈が存在し、税

務実務上もそのように取り扱う状況において、これに合致する申告を継続してきたもので

あるから、通則法６５条４項所定の正当な理由が認められること」を加え、同頁１９行目

冒頭の「２」を「（ア）」と、同頁２０行目冒頭の「（１）」を「ａ」と、同頁２６行目冒頭

の「（２）」を「ｂ」とそれぞれ改め、１０９頁７行目の「甲３０」の前に「以下「主税局

作成討議用資料」という。」を、同頁１３行目の「甲１２」の前に「以下「平成１２年税

制調査会答申」という。」を、同頁２６行目末尾の後に改行して以下のとおりそれぞれ加

える。 

「 上記の主税局作成討議用資料と平成１２年税制調査会答申を併せ読めば、平成１２年

当時、米国のＬＰＳは、我が国の租税法上の法人に該当せず、法人課税を受ける事業体

に当たらないというのが、租税法の立法当局の理解であったことは明らかである。」 

イ 原判決１１０頁１行目冒頭の「（３）」を「ｃ」と、同頁８行目冒頭の「３」を「（イ）」

と、同頁１０行目冒頭の「（１）」を「ａ」と、同頁２６行目冒頭の「（２）」を「ｂ」とそ

れぞれ改める。 

ウ 原判決１１１頁４行目冒頭の「４」を「（ウ）」と、同頁９行目の「一般的な理解」を

「確立した理解」と、同頁１１行目及び同頁１９行目冒頭の各「（１）」をいずれも「ａ」

と、同頁１１行目から１２行目にかけての「本件各事業年度に係る確定申告」を「本件各

確定申告」と、同頁１４行目の「（２）」を「ｂ」と、同頁１９行目の「課税庁」を「処分

行政庁」とそれぞれ改め、同頁２１行目冒頭に「（ａ）」を加える。 

エ 原判決１１２頁の２行目末尾の後に改行して以下のとおり加える。 

「（ｂ）この間、処分行政庁は、平成８年１２月２４日、ＬＰＳが我が国の租税法上の法人

に該当しないことを前提とする控訴人の平成７年度の確定申告書の内容について、

「現在までの調査結果によると適正と認められ申告是認の処理をしたのでお知らせし

ます。」との申告是認通知書（甲１００。以下「本件申告是認通知書」という。）を発

出した。 

 また、控訴人は、平成１６年度の確定申告書に、その当時持分権を有していた米国

のＬＰＳを介して所有する不動産の損益を計上していることが分かる連邦パートナー

シップ情報申告書の別紙に当たるパートナー持分に係る所得、利息及び控除等を記載

した書類（以下「スケジュールＫ１」という。）を添付していた。処分行政庁は、こ

れによって、控訴人がＸ Limited Partneashipを介して賃貸物件を保有していたこと

を認識していたところ、スケジュールＫ１が提出された以降の平成１７年５月３１日

にも、「現在までの調査の結果によると、問題とすべき事項はなく、適正な申告と認

められましたので、お知らせします。」との「調査結果についてのお知らせ」（甲１０
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１。以下、本件申告是認通知書と併せて「本件申告是認通知書等」という。）を発出

した。」 

オ 原判決１１２頁３行目冒頭に「（ｃ）」を加え、同行の「この間、」を削り、同頁５行目

の「課税庁（所轄の保土ケ谷税務署）」を「所轄の保土ケ谷税務署」と、同行の「課税庁

は」を「処分行政庁は」と、同頁８行目、同頁９行目、同頁１２行目及び同頁１７行目の

各「課税庁」をいずれも「処分行政庁」とそれぞれ改め、同頁１２行目冒頭に「（ｄ）」を

加え、同頁１９行目冒頭の「（２）」を「ｂ」と、同頁２０行目冒頭の「ア」を「（ａ）」と、

同頁２５行目冒頭の「イ」を「（ｂ）」とそれぞれ改め、同行の「平成２２年１２月１７日

には、大阪地方裁判所が」を「大阪地裁平成●●年（○○）第●●号、同第●●号、平成

●●年（○○）第●●号、同●●号事件の同裁判所平成２２年１２月１７日判決（以下

「平成２２年大阪地裁判決」という。）は」とそれぞれ改める。 

カ 原判決１１３頁１行目及び同頁１２行目の各「本件各事業年度に係る確定申告」をいず

れも「本件各確定申告」と、同頁３行目及び同頁５行目の各「上記の判決」並びに同頁６

行目の「同判決」をいずれも「平成２２年大阪地裁判決」と、同頁９行目「東京地方裁判

所」から同頁１０行目の「１４日）」までを「東京地裁平成●●年（○○）第●●ないし

第●●号、第●●ないし第●●号、第●●号、第●●ないし第●●号、第●●ないし●●

号、平成●●年（○○）第●●号、第●●ないし第●●号事件の同裁判所平成２３年７月

１９日判決（以下「平成２３年東京地裁判決」という。）及び名古屋地裁平成●●年（○

○）第●●ないし●●号、平成●●年（○○）第●●、第●●、第●●号事件の同裁判所

平成２３年１２月１４日判決（以下「平成２３年名古屋地裁判決」という。）」と、同頁１

１行目から１２行目にかけての「上記の大阪地方裁判所の判決」を「平成２２年大阪地裁

判決」と、同頁１７行目の「上記の東京地方裁判所及び名古屋地方裁判所の判決」を「平

成２３年東京地裁判決及び平成２３年名古屋地裁判決」と、同頁１９行目冒頭の「ウ」を

「（ｃ）」と、同行の「（１）」を「ａ」と、同行、同頁２１行目、同頁２４行目及び同頁２

５行目の各「課税庁」をいずれも「処分行政庁」と、同頁２２行目の「イ」を「（ｂ）」と

それぞれ改める。 

キ 原判決１１４頁１行目末尾の後に改行して以下のとおり加える。 

「ウ 米国のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当しないという法令の解釈が確立して

いたとはいえないとしても、控訴人が同解釈を前提に本件各確定申告をしたことは、

法人税事務処理運営指針第１の１（１）に該当し、通則法６５条４項所定の正当な理

由があること 

 本件各確定申告当時、米国のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当しないという

法令の解釈が確立していたとまではいえず、また、税務当局のその旨の公的な見解が

示されていたとはいえないとしても、引用に係る補正後の原判決別紙４「争点に関す

る原告の主張の要点」の「第２ 争点（２）」（以下、単に「控訴人の主張の要点」と

いう。）イ（ア）及び（イ）の各事実によれば、米国のＬＰＳが我が国の租税法上の

法人に該当しないという解釈は、少なくとも、本件各確定申告当時、一般的に採られ

ていた解釈であり、控訴人はかかる一般的な解釈に従って本件各確定申告をしてきた

ものである。 

 そうしたところ、控訴人の主張の要点イ（ウ）ｂ（ｃ）のとおり、平成２２年大阪
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地裁判決において上記の控訴人の解釈とは異なる解釈が示されたことを契機として本

件各処分がなされたものの、その後に平成２２年大阪地裁判決と反対の判断を示す平

成２３年東京地裁判決及び平成２３年名古屋地裁判決がされる状況であり、ようやく

最高裁平成●●年（○○）第●●号同２７年７月１７日第二小法廷判決・民集６９巻

５号１２５３頁（以下「最高裁平成２７年判決」という。）によって米国のＬＰＳが

我が国の租税法上の法人に該当するとの公的な判断が確定するに至ったことに照らす

と、本件各確定申告における控訴人の法令解釈は、法人税事務処理運営指針第１の１

（１）に該当し、控訴人には通則法６５条４項所定の正当な理由があることは明らか

である。 

エ 控訴人は、処分行政庁の個別具体的な申告指導を信じて、本件各ＬＰＳが我が国の

租税法上の法人に該当しないことを前提に本件各確定申告をしたものであるから、所

得税事務処理運営指針第１の１（４）に該当し、通則法６５条４項所定の正当な理由

があること 

（ア）控訴人は、平成１８年２月頃から保土ケ谷税務署法人税課第●部門の調査官丙

（以下「丙調査官」という。）から、税務上の事実関係について実質的な調査を受

けた。 

 丙調査官は、控訴人が、米国不動産の減価償却費を計上していたこと、米国での

納税額を控除対象外国法人税額としていたこと、平成１８年３月期中にその一部が

売却されたこと等から、控訴人の米国不動産投資について調査するため、控訴人の

米国不動産投資に係る資料の提出を求め、控訴人は、その求めに応じて対応する資

料を提出した。 

 控訴人が提出した資料には、控訴人が償却費を計上していた米国不動産について、

米国のＬＰＳを通じて保有していたことを示す資料が多数含まれており、処分行政

庁は、控訴人が米国のＬＰＳを介して賃貸物件を保有し、不動産賃貸事業を行って

いたことを十分に認識していた。 

（イ）控訴人は、平成１８年４月２６日、丙調査官ら処分行政庁の税務職員から本件指

導文書及び本件明細書を交付され、平成１８年３月期の法人税の申告につき、平成

１８年申告指導（外国税額控除の計算）及び平成１８年申告指導（外国税額の損金

算入時期）のほか、米国の建物の耐用年数に関し、建物の構造を証明できる書類や、

建物の取得価額に関し建物の附属設備の有無が分かる書類等を整えておくべきであ

るとの申告指導（以下「平成１８年申告指導（米国建物の耐用年数」という。）を

受けた（以下、これらの申告指導をまとめて「平成１８年各申告指導」という。）。 

 平成１８年申告指導（外国税額控除の計算）及び平成１８年申告指導（米国建物

の耐用年数）は、米国のＬＰＳを通じて控訴人が保有する不動産が控訴人の減価償

却資産になるという解釈を前提としたものであり、平成１８年申告指導（外国税額

の損金算入時期）は、米国のＬＰＳが法人ではなく、その支払った税額がそのまま

控訴人の支払った外国税額となることを前提としたものである。 

 すなわち、平成１８年各申告指導は、いずれも米国のＬＰＳが我が国の租税法上

の法人に該当しないことを前提に、控訴人が米国のＬＰＳを介して保有していた米

国不動産の償却費や米国不動産事業の損益を、控訴人自身の償却費や損益として計
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上するように指導するものであったから、所得税事務処理運営指針第１の１（４）

にいう「誤った指導」であるといえる。 

（ウ）控訴人が平成１８年各申告指導を信用したことがやむを得ないと認められる事情 

 控訴人が、平成６年から米国のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当しないこ

とを前提とした確定申告を継続しており、処分行政庁が本件是認通知書等を発出し

たことは、控訴人の主張の要点イ（ウ）ａ（ａ）及び（ｂ）のとおりである。そし

て、本件各確定申告が行われた当時、本件各ＬＰＳを含む米国のＬＰＳが我が国の

租税法上の法人に該当しないという見解が当時の法解釈の一般的な理解であり、税

務実務における一般的な取り扱いもこれに従っていたことは控訴人の主張の要点ウ

のとおりであり、また、平成２２年大阪地裁判決まではこのような解釈と異なる裁

判例もない中、処分行政庁も上記解釈を前提として平成１８年各申告指導を行った。

このような状況の下において、控訴人が、それまで行ってきた確定申告における米

国のＬＰＳの取扱いをその後も継続することができると信じたことは、やむを得な

いことである。 

 したがって、控訴人が、平成１８年３月期以降も、本件各ＬＰＳが営む不動産賃

貸事業に係る賃貸物件（減価償却資産）の償却費を控訴人の各事業年度の所得金額

の計算上損金の額に算入して本件各確定申告を行ったことは、所得税事務処理運営

指針第１の１（４）に照らしても、通則法６５条４項所定の正当な理由があるとい

うべきである。」 

ク 原判決１１４頁２行目の「５」を「オ」と改め、同頁７行目の「仮に」を削る。 

（３）争点に関する被控訴人の主張の要点 

 以下のとおり原判決別紙３を補正するほかは、原判決別紙３「争点に関する被告の主張の

要点」の「第２ 争点（２）」の１及び２（原判決７５頁７行目から７８頁１５行目まで）

に記載のとおりであるから、これを引用する。 

ア 原判決７５頁７行目冒頭の「１」を「ア」と、同頁８行目冒頭の「（１）」を「（ア）」と、

同頁２４行目冒頭の「（２）」を「（イ）」と、同頁２５行目冒頭の「ア」を「ａ」と、７６

頁６行目冒頭の「イ」を「ｂ」と、同頁１３行目冒頭の「ウ」を「ｃ」と、同頁２３行目

冒頭の「２」を「イ」と、同頁２５行目を「（ア）控訴人が主張する平成１２年税制調査

会答申」と、７７頁８行目冒頭の「（２）」を「（イ）」とそれぞれ改め、同頁１８行目末尾

の後に改行して以下のとおり加える。 

「（ウ）抗告人は、処分行政庁が、本件申告是認通知書等をもって、米国のＬＰＳが我が国

の租税法上の法人に該当しないことを前提とする確定申告を是認したと主張する。 

 しかし、本件申告是認通知書等は、その発出当時の法令上、何ら法律上の根拠があ

るものではなく、それらの交付は納税者に対する便宜供与のための事実上の行為であ

って、何ら法律上の効果を発生させるものではない。また、本件申告是認通知書等は、

「現在までの調査の結果によると」と記載されているとおり、処分行政庁が、それま

での調査の結果に基づいて、納税者の申告に対する一応の態度を表明したものにすぎ

ず、将来更正等の処分をしないことを約束する趣旨のものではないし、その後の事業

年度の申告について処分行政庁が同様の取扱いをすることを明らかにしたものでもな

いから、処分行政庁が米国のＬＰＳを我が国の租税法上の法人に該当しないという取
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扱いを是認したということにはならない。」 

イ 原判決７７頁１９行目冒頭の「（３）」を「（エ）」と、同行の「課税庁」を「処分行政

庁」とそれぞれ改め、７８頁１０行目末尾の後に改行して以下のとおり加える。 

「ウ 控訴人の主張の要点ウについて 

（ア）法人税事務運営指針第１の１（１）は、申告書提出後新たに法令解釈が明確化さ

れたとの記載から明らかなとおり、申告書の提出前において、課税庁が当該事案に

適用されるべき公的な見解を表明ないし明示していたことを前提として、申告書の

提出後に新たに法令解釈が明示された場合を指すものであるところ、本件において

は、引用に係る補正後の原判決別紙３「争点に関する被告の主張の要点」の「第２

 争点（２）」（以下、単に「被控訴人の主張の要点」という。）イ（ア）のとおり、

本件各確定申告の当時、米国のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当しないとの

公的な見解は表明ないし明示されていなかったのであるから、控訴人が本件各ＬＰ

Ｓにつき我が国の租税法上法人に該当しないと解釈したことは、法人税事務運営指

針第１の１（１）には該当しない。 

（イ）また、被控訴人の主張の要点イ（イ）のとおり、本件各確定申告当時、米国のＬ

ＰＳが我が国の租税法上法人に該当しないという一般的な解釈や課税実務上の取扱

いが存在したという事実も認められないから、控訴人が本件各ＬＰＳにつき我が国

の租税法上法人に該当しないと解釈したことは、法人税事務処理運営指針第１の１

（１）には該当しない。 

エ 控訴人の主張の要点エについて 

（ア）所得税事務処理運営指針は、申告所得税に関するものであり、同税目の事務運営

上の指針としての意味を有するものであるところ、本件申告指導は、法人税に係る

ものであるから、直ちに当該事務運営指針の対象とはならず、控訴人の主張を根拠

付けるものとはいい難い。 

（イ）丙調査官は、控訴人が提出した平成１７年３月期に係る法人税の確定申告書の記

載内容について形式的な審査を行い（いわゆる申告審理）、その結果、計算方法等

の形式的な誤りがある可能性があると思われたことから、その確認のため必要な資

料の自発的な提示を求めたにすぎず、丙調査官が、控訴人に対し、実質的な調査を

行った事実はない。 

 そして、控訴人が丙調査官に対していかなる資料を提出したのかは必ずしも明ら

かでなく、控訴人は、丙調査官が求めた資料の全てを提出したわけではないから、

十分な資料の提出をしたとはいえない。 

（ウ）丙調査官は、平成１７年３月期に係る法人税の確定申告書の記載内容について形

式的な審査を行い、その結果、同申告書の別表六（ニ）の「国外所得の金額」に誤

りがあると思われることを指摘するとともに、平成１７年３月期の申告税額に影響

はないものの、翌平成１８年３月期に係る法人税の確定申告において是正する手段

を示すための各種資料の提出を求めたのであり、米国のＬＰＳの法人該当性を検討

するために資料の提出を求めたものではない。丙調査官は、米国のＬＰＳが我が国

租税法上の法人に該当するか否かを判断しておらず、控訴人に対し、米国のＬＰＳ

が我が国租税法上の法人に該当しない旨の判断を示して誤った指導を行ったもので
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はない。 

 所得税事務処理運営指針第１の１（４）は、税務職員等が納税者に対し誤った指

導をしたことを原因として納税者の税務申告が過少申告になった場合の取扱いに関

するものであるところ、平成１８年各申告指導は誤った指導をしたものではないか

ら、同運営指針が適用される場合に当たらない。」 

ウ 原判決７８頁１１行目冒頭の「（４）」を「オ」と改める。 

第３ 当裁判所の判断 

 当裁判所も、本件各賦課決定処分について、控訴人には過少申告加算税を課されない通則法

６５条４項所定の正当な理由があると認めることはできないと判断する。その理由は、以下の

とおりである。 

１ 通則法６５条４項所定の正当な理由の意義について 

 原判決の「事実及び理由」中の「第３ 当裁判所の判断」（以下、単に「原審判断」とい

う。）の２（１）（原判決４３頁２３行目から４４頁９行目まで）に記載のとおりであるから、

これを引用する。 

２ 控訴人が本件各確定申告において本件各ＬＰＳの営む不動産賃貸事業の賃貸物件に係る減価

償却費を控訴人の各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入したことについて正当の理由

があると認められるかどうかについて 

（１）ア 控訴人は、まず、米国のＬＰＳが法人に該当しないという解釈が、①学会の従前から

の確立した見解であり、②租税法の立法当局においても同見解が前提とされてきたと主

張する。 

イ ①について 

 本件の証拠の中には、米国のＬＰＳの法人格を否定する見解を示す文献等やそのよう

な考え方を紹介する文献等（甲２７ないし２９、４５ないし４８、５０、５１、６１）

があるが、他方、ＬＰＳの法主体性については論争があり、ＬＰＳにも法人格を認める

米国の裁判例や法人格を付与する法律があることを紹介する文献やＬＰＳにパートナー

とは別の法主体を認める取扱いがあることを述べる文献等（甲５８、乙２２、３２）も

あり、米国のＬＰＳには法人格がなく、我が国の法人及び我が国の税法上の法人に該当

しないという解釈が確立したものであることを認めるには至らず、他に、この点を認め

るに足りる証拠はない。 

 なお、米国のＬＰＳについて当該ＬＰＳの所在する地の法律にその法人格を認める規

定がない場合であっても、そのことから直ちに法人税法２条４号に定める外国法人に該

当しないことになるものではなく、当該ＬＰＳが権利義務の帰属主体であると認められ

るものであるときには、当該ＬＰＳは法人税法２条４号に定める外国法人に該当するも

のである。この点の理由は、原審判断の１（１）（原判決３７頁１２行目から４３頁１

０行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

ウ ②について 

（ア）控訴人は、主税局作成討議用資料及び平成１２年税制調査会答申中の各記載を指摘

して、租税法の立法当局において、パートナーシップのような外国事業体を我が国の

租税法上の法人として取り扱うことはできないという理解が当然の前提とされていた

ことは明らかである旨主張する。 
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 しかしながら、主税局作成討議用資料は、法人課税の制度を検討するための資料と

して、各委員の理解に役立つように問題点を簡素化、単純化して作成されたものと見

られるものであり、同資料中には、米国のＬＰＳが「法人格の有無」につき「無」に

分類されているものの、米国における課税の取扱いとして、ＬＰＳは「法人課税」と

するか「構成員課税」とするかを選択することができる旨が記載されているにとどま

り、これらの記載から、租税法の立法当局が、米国のＬＰＳについて一律にあるいは

ワシントン州のＬＰＳについて、我が国の租税法上の法人に該当しないものと理解し

ていたと読み取ることも、我が国における課税の取扱いとして、当該ＬＰＳの営む事

業に係る減価償却資産の償却費を構成員であるパートナーの所得金額の計算上損金の

額に算入することができるとしていたと読み取ることも、困難であるといわざるを得

ない。 

 また、平成１２年税制調査会答申には、「外国の多様な事業体の法人課税上の取扱

い」という項目において、「わが国の税制では、外国の事業体がその外国において私

法上『法人』とされているかどうかにより、法人課税の対象とするかどうかを判断し

ていますが、外国の多様な事業体の中には、その本国において私法上『法人』とはさ

れないものの、自己の名前で取引をしているなど、その実態を見れば法人税の課税対

象とすることがふさわしいものもあると考えられます。」との記載（以下「記載Ａ部

分」という。）、「法人格を持たない事業体を法人課税上どのように取り扱うかという

問題は、法人税制全体に関わるものですが、少なくとも外国の多様な事業体に係るク

ロスボーダー取引（国境を越える取引）の場面において、法人課税の対象について法

人格の有無ではなく、活動の内容などの実質的な基準により判断する税法上の認識ル

ールを作ることや事業体に係る情報の収集方策などについて、諸外国の例も参考にし

て検討することが必要と考えます。この場合、法人課税の対象とするかどうかの基準

の内容、納税者の選択の余地、わが国と外国とで取扱いが異なる場合の問題など、検

討すべき課題は多岐にわたると考えられます。」との記載（以下「記載Ｂ部分」とい

う。）がされており、これらの記載全体の趣旨としては、外国のパートナーシップな

どのこれまで見られなかった事業形態に係る法人課税の在り方について検討すべき課

題が存在することを指摘し、外国の多様な事業体の中には、その本国において私法上

法人とされなくても、その実態によれば法人税の課税対象となることを示唆するもの

であると解されるものである。したがって、控訴人が取り上げる平成１２年税制調査

会答申中の記載Ａ部分をもって、租税法の立法当局が、外国のＬＰＳのような事業体

がその外国において「法人」とされていないため、我が国で法人課税の対象とならな

いとの問題意識を表明していると解することは困難であり、ましてや、記載Ａ部分及

び記載Ｂ部分が、ＬＰＳのような外国の事業体について一律にあるいはワシントン州

のＬＰＳについて、我が国の租税法上の法人には当たらないという理解を当然の前提

としているものと解することはできない。かえって、平成１２年税制調査会答申の上

記各記載部分の内容に鑑みると、同各記載部分は前記イのなお書きで説示したことと

同旨の考え方を述べていると解されるものである。 

（イ）控訴人は、主税局作成討議資料と平成１２年税制調査会答申を併せ読めば、租税法

の立法当局が米国のＬＰＳは我が国の租税法上の法人に該当しないと理解していたこ
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とは明白であるとも主張する。 

 しかしながら、主税局作成討議資料及び平成１２年税制調査会答申は前記（ア）の

ように解されるものであり、控訴人の上記主張は、独自の見解というべきであるから、

採用することができない。」 

エ 以上によれば、控訴人の前記アの主張は採用することができない。 

（２）ア 控訴人は、税務実務上も、米国のＬＰＳは法人に該当しないものとして取り扱われて

いたとし、①ＬＰＳを法人でないものとして取り扱うという理解が税務当局関係者の理

解であり、②公認会計士や弁護士等の実務家もＬＰＳは税法上法人に該当しないものと

理解してきている旨主張する。 

イ ①について 

（ア）控訴人は、①の根拠として、発表当時に税務大学校研究部教育官であった遠藤克博

の研究論稿（甲４９。以下「遠藤論文」という。）において、外国のパートナーシッ

プについて「わが国の法人税法上如何なる事業組織に類似しているかにより、課税関

係を整理するアプローチがとられ、実務においては、任意組合あるいは匿名組合とし

て課税所得金額の計算が行われている。」と記載されていることを指摘する。 

 しかしながら、遠藤論文中の上記記載部分も、外国のいかなるパートナーシップも

一律に任意組合あるいは匿名組合として扱われているという趣旨のものとまでは解さ

れないのであって、米国のＬＰＳが我が国の法人に該当しないということが、遠藤論

文が執筆された平成１０年当時の税務当局関係者の理解であったと直ちに認めること

はできず、ましてや、遠藤論文によって米国のＬＰＳが我が国の法人に該当しないと

の解釈が税務当局の公式の見解として示されたものであるとは到底認めることができ

ない。 

（イ）また、控訴人は、①の根拠として、税務当局関係者である長谷部啓の平成２１年の

講演録（甲１８。以下「長谷部講演録」という。）においても、米国のＬＰＳには法

人格がないものと整理されているとして、税務当局関係者はそのように理解していた

と主張する。 

 長谷部講演録には、現在の法人税法は、法人格を有する事業体については法人課税、

法人格を有しない事業体についてはその事業体に直接課税せずに、その事業体を構成

している構成員に対して、直接、所得税又は法人税を課する税体系になっている旨述

べる部分があり（甲１８の１８３頁）、また、事業体課税の国際比較として、米国の

ＬＰＳは法人格は無く、原則として構成員課税であるが、選択により法人課税がある

との記載がされた資料が付いている（甲１８の１９７頁）。しかしながら、長谷部講

演録は、前税務大学校教授という肩書きの講演者が、専ら個人の私見としてパス・ス

ルー課税の在り方について講演をしたというものであること（甲１８の１８３頁）、

上記の記載部分も、米国のＬＰＳについて一律に我が国の租税法上の法人に該当せず、

法人税課税されないということが税務当局関係者の理解であり、税務実務の取扱いで

あることを述べるものとは解されないこと、日本の投資家が外国のパートナーシップ

などに投資をする例が相当増えてきていることを取り上げた部分では、この場合の具

体的な投資形態について、外国事業体が我が国の租税法において法人と取り扱われる

か又は組合類似の事業体と取り扱われるかは必ずしも明確にされておらず、課税関係
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が不明確な面があるということを指摘していること（甲１８の１８５頁）に照らすと、

長谷部講演録は、控訴人の上記主張の根拠となるものということはできない。 

（ウ）証拠（甲５、６、乙２３）によれば、平成２２年大阪地裁判決、平成２３年東京地

裁判決及び平成２３年名古屋地裁判決は、いずれも本件と同様の米国のＬＰＳの営む

不動産賃貸事業の賃貸物件に係る減価償却費をその構成員であった者の所得金額の計

算上損金に算入したことについて、損金算入ができないものとして更正処分がされた

事案であること、それらの更正処分のうち時期の早いものは、いずれも平成１７年２

月にされていることが認められるところ、以上のことは、遅くとも平成１７年２月に

は、税務当局が米国のＬＰＳについて控訴人主張のような理解をしていなかったこと

を示すものである。 

ウ ②について 

 控訴人は、我が国の公認会計士や弁護士等の実務家も米国のＬＰＳは税法上法人に該

当しないものと理解してきたと主張するが、前記（１）及び（２）イで説示したところ

に照らせば、実務家の状況が控訴人の主張するようなものであったとは解し難く、他に

この点を認めるに足りる証拠はない。 

エ 以上によれば、控訴人の前記アの主張は採用することができない。 

（３）ア 控訴人は、本件各ＬＰＳが法人に該当しないという確立した理解及び実務に合致した

確定申告を継続して行ってきており、処分行政庁は、その確定申告について、本件是認

通知書等により是認する一方、米国のＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当する旨の

指摘等をしたことはない旨主張する。 

 しかしながら、本件申告是認通知書等は、法律上の根拠に基づいて出されたものでは

なく、その内容に照らすと、それまでの調査の範囲において納税者の申告に対する一応

の見解を表明する事実上の行為にすぎないものであって、後に更正等の処分を行わない

ことや納税者の今後の申告に対し同様の処置をすることを保証するものではないと解さ

れるものである。したがって、控訴人の確定申告について本件申告是認通知書等が出さ

れているからといって、本件各ＬＰＳを我が国の租税法上の法人に該当しないとの取扱

いを処分行政庁が是認したものと認めることはできない。 

 また、確定申告は、自らの判断と責任においてその納税額を確定させる行為であるか

ら、控訴人の確定申告に対し、処分行政庁から控訴人主張の指摘等がされてこなかった

ということをもって、控訴人の行った確定申告において前提とした法解釈が正当なもの

であることを税務当局が公的に示したということはできず、控訴人が長年にわたってそ

の主張する内容の確定申告をしてきたというのは、引用に係る原審判断の１（１）を踏

まえると、控訴人が本件各ＬＰＳの営む不動産賃貸事業の賃貸物件に係る減価償却費の

取扱いを誤った確定申告を継続して行っていたことを示すにすぎないものというべきで

ある。 

イ 控訴人は、平成２２年大阪地裁判決までは、ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当

するとの裁判所の判断はされていなかったのであるから、同判決以前にされた本件各確

定申告において、米国のＬＰＳは我が国の租税法上の法人に該当しないという確立した

法解釈及び実務に基づく控訴人の確定申告を変更する契機は存在しなかったのであり、

平成２３年東京地裁判決及び平成２３年名古屋地裁判決が、平成２２年大阪地裁判決と
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は反対の結論をとる判断をしたことに鑑みると、控訴人が依拠した理解は相応の根拠を

有するものであったと主張する。 

 しかしながら、本件各確定申告当時、米国のＬＰＳが一律に我が国の租税法上の法人

に該当しないという租税法の立法当局の確立した解釈や税務当局の実務上の取扱いが存

在したことを認めることができないことは、前記（１）及び（２）において説示したと

おりである。そして、本件各確定申告以前に、米国のＬＰＳについて、我が国の租税法

上の法人に該当するとの裁判例及び法人に該当しないという裁判例のいずれも存在した

ことは窺われず、平成２２年大阪地裁判決の事案が、平成１３年分から平成１７年分の

所得税に関して同年及び平成１９年にされた更正処分及び過少申告加算税賦課決定の取

消しを求めるものであること（乙２３）に照らすと、本件各確定申告当時、控訴人が本

件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当することを前提とする確定申告を行う契機

が存在しなかったということはできない。また、平成２３年東京地裁判決（甲５）及び

平成２３年名古屋地裁判決（甲６）の内容に照らすと、控訴人の依拠する解釈について

も相応の根拠があるものであるとしても、過少申告加算税の制度趣旨（原審判断２

（１））に鑑みれば、上記の各判決がされたという事情だけで真に納税者の責めに帰す

ることのできない客観的な事情があるとはいえない。 

ウ 以上によれば、控訴人の前記ア及びイの主張はいずれも採用することができない。 

（４）控訴人は、米国のＬＰＳが我が国の租税法上法人に該当しないという法令解釈が確立して

いたとまではいえず、また、税務当局のその旨の公的な見解が示されていたとはいえないと

しても、同解釈は、法令解釈が確定していない状況下において一般に採られていた解釈であ

り、控訴人がかかる一般的解釈に合致する申告をしてきたところ、最高裁平成２７年判決に

よりこれと異なる判断がされたのであるから、控訴人の法令解釈は法人税事務処理運営指針

第１の１（１）に該当し、通則法６５条４項所定の正当な理由がある旨主張する。 

 しかしながら、通則法６５条４項所定の正当な理由があると認められる場合とは、前記１

で引用する原審判断２（１）において説示したとおりであり、当初から適法に申告し納税し

た納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図る必要性があること等に鑑みると、法人

税事務運営指針第１の１（１）に該当する場合とは、申告書提出前に法令解釈に係る公的見

解が確立していたとはいえない問題について、単に多数の者が支持する一般的見解に基づい

て申告をしたところ、新たに異なる法令解釈が公的見解として示されるに至ったというだけ

では足りず、申告書に係る当該法人（納税者）の法令解釈が従前の税務当局の公的見解ない

し税務当局の確立した課税実務上の取扱いに合致していたなどの相当の理由が必要であると

解するべきである。そして、前記（１）ないし（３）の認定判断からすると、控訴人が持分

権を有する本件各ＬＰＳが営む不動産賃貸事業の賃貸物件に係る減価償却費を控訴人の所得

金額の計算上損金の額に算入することについて、上記の相当な理由に当たる事情を認めるこ

とはできない。そうすると、控訴人が本件各確定申告において上記の損金算入をしたことは、

控訴人の独自の解釈に基づくものであるというべきであり、法人税事務運営指針第１の１

（１）に該当するものということはできない。 

（５）ア 控訴人は、処分行政庁の個別具体的な申告指導を信じて、本件各ＬＰＳが我が国の租

税法上の法人に該当しないことを前提に本件各確定申告をしたものであるから、所得税

事務処理運営指針第１の１（４）に該当し、通則法６５条４項所定の正当な理由がある
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旨主張する。 

イ 認定事実 

 前記第２の３で引用する補正後の原判決の「事実及び理由」中の「第２ 事案の概

要」の「１ 前提事実等」（以下、単に「前提事実」という。）（８）並びに証拠（甲１

０２、１０５ないし１０８、乙６１）及び弁論の全趣旨によれば、以下（ア）ないし

（ウ）のとおり認められる。 

（ア）丙調査官は、平成１７年７月から平成１８年７月当時、保土ケ谷税務署において納

税者から提出された確定申告書の記載内容に誤りがないかを確認する申告審理の事務

に従事しており、控訴人の平成１７年３月期の法人税の確定申告書における外国税額

控除に関する別表六（二）、（二の二）及び（四）、別表五（二）、確定申告書に添付さ

れていた貸借対照表、損益計算書及び外国税額控除に係る添付書類を確認したところ、

別表四の「２６」欄の金額、別表五（二）の「３０」欄の「源泉所得税米国」の金額、

別表六（二）の「１」欄及び「２１」欄の各金額、別表六（二の二）の「１」欄の金

額、別表六（四）の「７」欄及び「２１」欄の各金額、外国税額控除に係る添付書類

である「Schedule K-1 (Form1065)」の「４ａ」欄の金額、賃借対照表に「投資その

他資産」として計上されていた「海外投資建物」及び「海外投資土地」の各金額並び

に損益計算書に「営業外収益」として計上されていた「海外投資不動産収益」及び

「営業外費用」として計上されていた「海外投資不動産経費」に計上されていた各金

額の関連性が分からなかったこと等から、計算方法等の形式的な誤りがある可能性が

あると判断し、確定申告書の記載内容に誤りがないことを確認する申告審理の一環と

して、控訴人に確認することとし、控訴人に対し、外国税控除の計算に係る金額が確

認できる資料等の提出を依頼した。（乙６１） 

（イ）丙調査官は、上記の依頼に基づいて控訴人から任意に提示された資料だけでは上記

金額の確認ができなかったが、申告審理であって税務調査ではなかったことから、そ

れ以上の資料の提出を求めることはせず、控訴人の平成１７年３月期の法人税の確定

申告書の記載内容や、海外不動産投資に係る収益及び費用はパス・スルーで事業所得

であるとの控訴人の会長の説明を前提として、控訴人の外国税額控除について検討す

ることにした。（乙６１） 

（ウ）丙調査官は、丁統括官とともに、平成１８年４月２６日、控訴人の事務所に臨場し

て、本件指導文書と控訴人の損益計算書に計上されていた海外投資不動産収益の金額

及び海外投資不動産経費の金額並びに確定申告書の外国税額控除に関する別表に記載

されていた金額をそのまま手書きで書き写して作成した本件明細書とを控訴人に交付

して、平成１８年各申告指導をした。（甲１０２、１０５、１０８、乙６１） 

 平成１８年各申告指導のうち、平成１８年申告指導（外国税額控除の計算）及び平

成１８年申告指導（外国税額の損金算入時期）の内容は、前提事実（８）のとおりで

あり、平成１８年申告指導（米国建物の耐用年数）は、米国の建物の耐用年数に関し、

建物の構造を証明できる書類、建物の取得価額に関し建物の附属設備の有無が分かる

書類等を整えておくべきであることを指導したものである。（前提事実（８）、甲１０

８） 

（エ）認定事実に関する補足説明 
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 控訴人は、控訴人が丙調査官に提出した資料を裏付ける証拠として「Ａ株式会社平

成１６年度（平成１７．３．３１）資料」と題する提出資料名を記載した書面（甲１

１４）を提出するが、同書面は丙調査官作成のものではなく、その末尾に資料を領収

した旨の記載部分には受領者の署名押印等はないものであり、このことと丙調査官に

対する事情聴取書（乙６１）に照らすと、にわかには控訴人が丙調査官に同書面に記

載の資料名の資料を全て提出したものと認めることはできない。その他、本件全証拠

によっても、控訴人が丙調査官に対し提出した資料の種類、数等の詳細を認定するこ

とはできない。 

ウ 前記イ（ア）ないし（ウ）の認定事実によれば、平成１８年各申告指導は、控訴人の

平成１７年３月期の法人税の確定申告書の記載内容における国外源泉所得が海外投資不

動産事業にかかる所得であるという控訴人の申告を前提とした場合における計算方法等

の誤りを指摘し、平成１８年３月期の法人税の確定申告における是正手段を教示したも

のであると認められるものであり、平成１８年各申告指導が本件各ＬＰＳについて我が

国の租税法上の法人に該当しないとの指導をしたものとは到底認めることができず、ま

た、控訴人において本件各ＬＰＳが我が国の租税法上の法人に該当しないことを前提に

本件各確定申告をしたことが本件平成１８年各申告指導によるものであることも認める

ことはできない。そうすると、所得税事務処理運営指針第１の１（４）は、所得税に係

る事務処理運営指針であるが、この点を措いて、法人税に関しても適用されるものであ

るとしても、本件各確定申告について同指針が挙げている事情があるということはでき

ない。 

（６）以上説示したところによれば、本件各確定申告について通則法６５条４項所定の正当な理

由があるとする控訴人の主張（当審における主張を含む。）は、いずれも採用することがで

きない。 

３ 以上によれば、控訴人の請求は全部棄却すべきところ、これと同旨の原判決は相当であり、

本件控訴は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第１６民事部 

   裁判官 前田 英子 

   裁判官 藤澤 孝彦 

 裁判長裁判官青野洋士は、退官により署名押印することができない。 

   裁判官 前田 英子 
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（別紙） 

指定代理人目録 

 

小西 英恵、石田 佳世子、木本 正樹、鷲津 晋一、加藤 敬、安實 涼子、酒井 武、 

国府田 隆秀、鍋谷 彰男、木村 快、小澤 信彦 

以上 


